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☆オンライン知的財産セミナー（脱炭素技術×スタートアップ） ⑻☆数値限定発明………………………………… ⑴

１　数値限定発明とは
数値限定発明とは、「特許請求の範囲」として記載

された特許請求項中に、発明の特定事項として数値
により限定されている部分がある場合を意味する。

例えば、後記知財高裁令和４年６月15日判決の事
案では「散乱剤が光変換層の全体重量に対して10重
量％以下で含まれている」との部分（上限を限定）、
後記東京地裁令和３年８月31日判決の事案では「独

立印刷領域の面積が0.15㎟～30㎟であり」との部分
（上限と下限を限定）、後記大阪地裁令和６年２月26
日判決の事案では「分子量が700以上の紫外線吸収
剤」との部分（下限を限定）が発明の特定事項とし
て数値により限定されている部分である。

２　特許庁審査基準
特許庁の「特許・実用新案審査基準」（2024年５
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